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【条例第10条】
　市民が取り組む自主的なまちづくりを尊重します。協働の
まちづくりを推進するために必要な環境整備に努めます。市
民が市の事業へ参加する機会を提供し、積極的に情報提供を
行います。まちづくり協議会、市民公益活動団体等と連携、
協力をするよう努めます。

７．市

【条例第6条】
　地域の絆を深め、身近な地
域の課題を解決するよう努め
ましょう。自らが行う活動に
関し、地域住民の理解が得ら
れるよう努め、参加の機会を
確保しましょう。

(1)

【条例第7条】
  活動の社会的意義を自覚し、専
門性や柔軟性を生かし、まちづ
くりに取り組みましょう。情報
を発信し、活動の理解や参加が
得られるよう努めましょう。
市、まちづくり協議会等と連
携、協力するよう努めましょ
う。

【条例第8条】
　地域社会の発展に資するよう、
その特性を生かし、まちづくりに
取り組みましょう。

５．教育機関 ６．中間支援組織

(1) (1)

【条例第9条】
　自主的なまちづくりに関する支援や、各主体間における調整
を行うよう努めましょう。自らの機能を高めるため、中間支援
組織相互の情報を共有し、連携、協力するよう努めましょう。

(1)

４．市民公益活動団体
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【条例第4条】
  自らがまちづくりの主役で
あることを認識し、自主的な
まちづくりに取り組むととも
に、協働によるまちづくりを
推進するよう努めましょう。
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【条例第5条】
　地域住民の意見や要望を把握
し、課題の解決に向けて計画的
にまちづくりに取り組みましょ
う。市、市民公益活動団体等と
連携、協力するよう努めましょ
う。
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(1)

         みんなでつくる「協働のまち草津」   ～多様性と市民力を生かすネットワークづくり～ 
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